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はじめに 

 

日本商工会議所は、二国間・多国間の経済連携協定（以下、EPA）について、
世界貿易機関（WTO）による多角的な自由貿易体制を補完し、健全な世界貿易
の持続的な発展に寄与するものと考え、その推進を支持してきた。  
 EPA の主要な目的は、関税の撤廃による貿易の拡大であり、その具体的な手
続きの中で原産地証明書は重要な役割を担っている。すなわち､輸入国税関にお

いて輸入品に対する関税の減免を受けるためには、原産地証明書の提示が基本

的な要件となっている。それは、発給機関にとっては、発給する原産地証明書

が、輸入国税関において受理されるに十分な信頼性を確保する必要があること

を意味する。  
 日本商工会議所は、法律1に基づく特定原産地証明書の指定発給機関として、

日メキシコ EPAおよび日マレーシア EPAに基づく特定原産地証明書の発給を行
っている2。その原産地証明書が、ひとたび信頼性を失えば、その回復は容易で

はなく、その結果、原産地証明書を利用する企業が関税上の恩典を享受できな

くなり、ひいては、EPA の存在意義までもが失われかねない。  
 当所としては、協定、運用規則、および国内の法令に基づく原産地証明書の

発給手続きが、企業に過度の負担を強いる結果、貿易上の障害とならないよう

十分配慮するとともに、発給する原産地証明書の信頼性の確保に腐心してきた

ところである。  
こうした中、当所では「貿易関係証明小委員会」を設置するとともに、その

下部組織として「特定原産地証明に関する研究会」を設置し、特定原産地証明

制度の円滑な運用、望ましい姿について検討を重ねてきた。 

本稿は、これらの検討の結果を基に特定原産地証明制度の現状と課題ならび

に改善提案をとりまとめたものである。各般における、特定原産地証明制度に

関する検討の一助になれば幸いである。 

                                           
1 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律  
2 特定原産地証明書は、これまで発効・署名した協定では、政府または政府が指定する者が発

給を行うものとされている。 

 日メキシコ EPA および日マレーシア EPA においては、現状では、唯一指定申請を行った日
本商工会議所が発給機関として指定を受けているが、制度上は、省令が定める一定の基準を満

たす者であれば指定申請が可能である。  
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最優先で取り組むべき事項 

 以下の５項目は、喫緊の課題と考えるので、政府におかれては、改善に向け

最優先で取り組まれたい。 

 

１．特定原産地証明制度の一層の普及促進について 

 特定原産地証明制度は、協定本文・原産地規則・運用規則・国内法令・締約

相手国の国内法令などにより規定されているため、複数の書類をチェックしな

ければならず理解が容易ではない。このため、当所はじめ主要都市の商工会議

所においては、特定原産地証明制度ならびに特定原産地規則に関する説明会を

開催し、制度の普及促進に努めてきたが、商工会議所に寄せられる企業からの

質問や相談から判断して、企業規模の大小を問わず、まだ十分に理解が浸透し

ているとは言いがたい。 

 ついては、政府においては、わが国が締結した EPA の PR はもとより、特定
原産地証明制度の一層の普及に努められるとともに、それに関わる予算の拡充

を図られたい。商工会議所としても、可能な限り普及促進に協力する所存であ

る。 

 

２．円滑な発給体制の維持および利用拡大のための政府の予算措置について 

 現在の発給手数料は、受益者負担の原則の下に、発給事務に携わる職員の人

件費の時間単価、発給システムに関する経費等の実費を勘案して積算し、経済

産業大臣の認可を受けた額となっている。また、その収支については、区分経

理により発給機関の他の会計から分離し、公開することが義務付けられている。 

しかしながら、現在の発給件数は当初の予想を大幅に下回っており、また発

給事務のためのシステム開発には、協定ごとの原産地規則の違いや短期間での

開発とならざるを得ないことから、多額のシステム開発費用が必要となってい

る。また、企業登録はするものの、実際に判定依頼、発給申請を行わない企業、

および判定依頼をしても実際に発給申請を行わない企業も多く、商工会議所の

事務作業が証明書の発給に必ずしも結びついていない。 

現在の発給手数料が高額であるとの批判が一部にあるが、以上の要因もあり、

現状ですら、特定原産地証明書の発給事務に係る収支は大幅な赤字となってお

り（詳細は別表参照）、現行の発給体制の維持は困難である。仮に手数料のみ

によって収支を均衡させようとすると、申請者の理解を得られない高額な手数

料を設定しなくてはならない。この場合、手数料が関税減免額を上回るケース

が多くなるため、国策とも言える EPA を締結した目的を達成しえない。 
また、輸出企業によっては、原産性を明らかにする資料を整えるための費用

と現行の手数料水準での原産地証明書の取得費用が、関税減免額を上回るため、

EPA による関税減免の恩恵を受けずに輸出するケースもある。EPA の利用度を
高め、可能な限り多くの企業がその恩恵を享受できるようにするためには、現

行の発給手数料を引き下げることも検討する必要があるが、現状の収支状況で
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は極めて困難である。 

 さらに、特定原産地証明制度は、国家間の協定に基づく制度であって、本来

は国が行うべき業務を商工会議所が指定発給機関として委託された形で特定原

産地証明書を発給しているのであり、発給事務の遂行に必要な基盤の整備等は

国が行うべきである。 

以上により、円滑な発給体制を維持するとともに、さらなる利用拡大に向け、

利用者にとって、より負担の少ない手数料額を実現するために、政府は、発給

システムの開発および発給体制の維持などについて必要な予算措置を講じるべ

きである。 

 

３．特定原産地証明書のさらなる電子化の推進について 

 行政手続きならびに貿易手続きの電子化のさらなる推進は、政府のアジア・

ゲートウェイ戦略会議や規制改革会議などでも議論されているところである。

電子化のさらなる推進のためには、まず電子化の方向性やあるべき姿につき、

関係省庁において、今後の貿易手続きの一元化の中で十分に議論され、合意形

成がなされる必要がある。 

そのうえで、特定原産地証明書の電子化を実現させようとするのであれば、

特定原産地証明書は、関税の減免を受けるために相手国税関で提示されるもの

であるため、締約国間においてデータ交換システムが必要となる。したがって、

電子原産地証明書の導入に際して、電子原産地証明書の発給ならびに相手国税

関への送付に必要な電子的な基盤の整備は、電子政府の一環として国が行うべ

きである。 

 

４．自己証明等について 

 日メキシコ EPA、日マレーシア EPA では、第三国からの迂回輸入の防止が重
視されたことにより、政府・第三者証明が採用されたが、今後の EPA 交渉にお
いては、相手国政府との合意が得られるのであれば、自己証明制度などの導入

も検討に値する。 

 ただし、自己証明制度においても、産品の原産性を証明するために必要なデ

ータの整備および保管する義務や、輸入国税関からの照会に応じる義務がなく

なるわけではない。こうした点を踏まえたうえで、政府は、迂回輸入を防止す

るための方策とともに、自己証明を行う企業のコンプライアンスに対する評価

方法、証明事故発生時の罰則などについて、十分に検討すべきである。 

 

５．HS2007 に基づく関税分類の採用と協定附属書の改定 
 本年 1 月 1 日に「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際
条約（HS 条約）」が改正され、わが国税関では、同日から HS2007 に基づく手
続きを開始している。また、メキシコでは 7 月 1 日から HS2007 に基づく手続
きが開始された。  
 一方、これまでに発効、もしくは署名された EPA においては HS2002 に基づ



 

4 

き附属書（譲許表ならびに品目別原産地規則）が作成されている。また、今後

交渉が開始される EPAにおいては HS2007に基づき附属書が作成される可能性
が高い。その結果、企業ならびに特定原産地証明書の発給機関においては同一

産品に対し、新旧両方の HS コードを管理しなければならなくなる。 
また、協定締約相手国税関において、HS2007 に基づく原産地証明書と

HS2002 に基づく原産地証明書の双方を受理することになる結果、混乱が生じる
ことが危惧される。 

 ついては、早急に協定締約国間で協議のうえ、HS2007 に基づく関税分類を採
用し、協定の附属書（譲許表ならびに品目別原産地規則）を改定すべきである。 

 なお、HS 関税分類は概ね５年ごとに改定されることから、協定において、最
新の HS 関税分類を採用することを明記すべきである。 

 

 

 

改善を要する事項 

 

１．協定の内容に関わる課題 

 

（１） 積送基準に関する提出書類の要件緩和 

 特恵に関する原産地規則は、産品が輸出国から輸入国税関に到着するまでの

積送に関し、直送原則を採用している。EPAにおいても、輸入国税関において
関税上の恩典を受けるためには、産品が第三国を経由せずに直送される、ある

いは第三国を経由した場合であっても原産性を失っていないことを証明する等

の条件を課している。 

しかしながら、物流事情等により、メキシコ向け産品が米国を経由するケー

ス、マレーシア向け産品がシンガポールを経由するケースが少なくない。また、

これらの場合に、税関の管理下にあったことや、原産資格に影響を与える加工

がされていないことを示す証憑を提出する必要があるが、実際に米国やシンガ

ポール税関から当該証憑書類を入手することは困難である。 

この問題を根本的に解決するには、世界税関機構（WCO）において特恵原産
地規則における積送基準を見直すことが必要であるが、当面、EPA締約国間に
おいて、積送基準に関する典拠資料に関して、要件を緩和すべきである。 

原産性を有しているにもかかわらず、第三国税関の事情により輸入国税関に

おいて関税の減免を受けられないのは合理的ではない。 

 

（２） 原産地規則の統一化 

 「経済財政改革の基本方針2007」において、「平成21年初めにはEPA締約国が
少なくとも３倍増超（12カ国以上）になることが期待される」とされているよ
うに、今後締結されるEPAが急速に増えることが見込まれている。EPAが増える
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ことに伴い、内容の異なる原産地規則が増えることとなり、企業の負担が重く

なることが懸念される。このため、原産地規則については、WTOにおいて調和
化に取り組むことが必要であるが、当面のEPA交渉においては、申請者等の利
便性に鑑み、関税分類変更基準と付加価値基準の選択性を確保しつつ、同一産

品の品目別規則がそれぞれのEPAにおいて可能な限り同一（共通）のものとな
るよう交渉を進めてもらいたい。 

 

（３） 特定原産地証明書発給手続きに関する周知期間・準備期間の確保 

 これまでわが国が締結したEPAでは、特定原産地証明書の発給手続きについ
て、EPAの発効前に、発給機関である商工会議所が、企業に対する十分な周知
期間を確保することは不可能であり、同様に、企業も、十分な準備期間を確保

することはできなかった。これは、発給手続きを定めた統一規則／運用規則は、

協定に基づく「合同委員会」において採択されることが協定上に規定されてい

ることから、両締約国が合同委員会で合意した統一規則／運用規則が公表され

るのは協定発効後とならざるを得ない事情によるものである。 

 このため、今後締結されるEPAについては、周知期間・準備期間を十分に確
保できるようにするために、統一規則／運用規則を協定附属書の一つとするか、

統一規則／運用規則の内容を可能な限り協定本文に規定する、あるいは、協定

発効日と特定原産地証明書の発給開始日を同一の日にせず、協定発効後、統一

規則／運用規則が公表されてから、発給開始日を数ヵ月後とするなどの措置に

ついて検討すべきである。 

 

（４） HSコード(関税分類番号) 
 ① 情報技術協定（ITA）対象産品のHSコード 
 EPAで関税が免除される情報技術協定（ITA）対象産品については、ITA の
関税分類番号がHS1996に従っていることや、ITAには関税分類番号の記載のな
い品目が含まれていることから、企業および指定発給機関にとっては、どの品

目別規則に従うべきか判断が難しい。このため、ITA対象産品に関し、EPA締約
国間で関税分類番号を調整のうえ、EPAの譲許表、品目別規則を策定すべきで
ある。 

 ② HSコードの適用 
 締約国の税関間で、HSコードにかかる判断に齟齬が見られるケースがある。
このため、協定締約国間の税関間でWCOによる関税分類の国際標準に基づき整
合化を図るべきである。 

 

（５） 事前教示 

 企業の利便性の向上と制度の一層の透明性を図るために、事前教示を、努力

義務ではなく、義務化するとともに、手続きについて、情報開示がなされるべ

きである。 
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（６） 原産地証明書の提出が不要なケースの周知 

 EPAの締約相手国において、特定原産地証明書を輸入国税関に提出する必要
のない産品があるが、対象となる産品やその根拠となる制度等についての情報

が十分に公表されていない。政府は、これらの情報について、相手国政府に明

示を求めるとともに、日本側での周知に努めるべきである。また、今後のEPA
締結に際して、政府は、交渉段階から原産地証明書が必要でない場合を相手国

に確認のうえ、協定発効前に周知するべきである。 

 

（７） 一般関税率が特恵関税率を下回る場合の対応 

 締約相手国が一般関税率(MFN税率)を引下げた結果、MFN税率がEPA特恵関
税率を下回る産品が発生している。このような状況が起こらないようにするこ

とが望ましいが、こうした状況が起こった場合は、両締約国においては、該当

する産品に関する具体的な情報を速やかに公開すべきである。  
 

２．国内における運用に関する事項 

 

（１） 定義の明確化 

利用者の利便性を考え、協定、統一規則／運用規則等に記載される用語の定

義を明確にするとともに、解説をより充実させるべきである。 

① 生産者の定義 

 繊維製品など生産工程が複雑で生産工程が複数の者にまたがって行われる場

合、あるいはOEM生産の場合、生産工程全体を把握している者と個々の具体的
な生産工程を担う者とが分離しており、「特定原産品であることを明らかにす

る資料」の提出が困難な例が見受けられる。このような場合、誰が生産者に該

当するのかを明確にすべきである。 

② 原産品判定における事例の充実 

 原産品判定におけるコスト分析に関し、人件費や間接費について、それに該

当する具体的な費目が明確ではないので、明確にする必要がある。また、統一

規則／運用規則に記載された具体的な計算方法の事例が少ないため、具体的な

計算方法の事例をより多く統一規則／運用規則に記載するか、あるいは別途ガ

イドラインを示すべきである。 

 

（２） 原産品判定における提出資料 

原産品判定における提出資料に関して、以下の２点については、判定依頼者

に過度の負担を求めることとなるため、提出を求める資料は、必要最小限にす

べきである。 

① 付加価値基準（間接法） 

 協定では、付加価値基準を選択した場合、（FOB価額―非原産材料費）／FOB
価額が、品目別規則で定められた原産資格割合を超えていればよいと定められ

ている。そのため、判定依頼者は、非原産材料を全て列挙し、（FOB価額―非
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原産材料費）／FOB価額が、原産資格割合を超えていることを示すことが求め
られている（間接法）。 

 しかしながら、日マレーシアEPAの原産品判定においては、間接法を選択し
た場合、非原産材料の情報を提出したうえ、さらに原産材料の情報についても

提出することが求められている。  
② 関税番号変更基準 

関税番号変更基準を選択した場合、非原産材料についてだけでなく、原産材

料の情報まで提出することが求められている。 

 

以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






